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有期契約労働者に関するト

ラブルは、年々増加傾向にあ

り、全国の労働局に寄せられ

る個別労働紛争に関する相談

件数のおよそ 10％を占める

までになってきています。

(厚生労働省平成 22 年個別労

働紛争解決制度施行状況) 

それらの解消のため、労働

政策審議会は、昨年末に厚生

労働大臣に対し、「有期労働

契約の在り方」について建議

しました。それぞれの建議の

ポイントは以下の通りとなっ

ています。

 
有期労働契約の契約期間の

上限については、労働基準法

第 14 条第 1 項により「原則

3 年、特例 5 年」と定められ

ています。しかしながら、そ

の契約を更新することについ

ては使用者及び労働者の合意

があれば制限がないのです。

そのため、有期労働契約であ

りながら、契約を複数回更新

し、事実上無期労働契約とみ

なされてしまうような形態で

働いている有期契約労働者が

多く存在しています。この解

消のために、有期労働契約の

更新に上限を設けることを提

言しています。その期間は 5
年とし、「5 年を超えて反復

更新させた場合には、労働者

の申出により、期間の定めの

ない労働契約に転換させる仕

組みを導入することが適当で

ある」と建議しています。 

また、この場合に、同一の

労働者と使用者との間で、一

定期間をおいて有期労働契約

が再度締結されたときに、反

復更新された有期労働契約の

期間の通算については、従前

の有期労働契約と通算されな

いこととなる期間、いわゆる

クーリング期間を定めること

とし、その期間は「6 か月」

が適当としています。 

  
雇止めについては、有期労

働契約があたかも無期労働契

約と実質的に異ならない状態

で存在しているとき、または、

労働者においてその契約期間

満了後も雇用関係が継続され

るものと期待することに合理

性が認められるときには、

「客観的に合理的な理由を欠

き社会通念上相当であると認

められないもの」として、契

約更新されたものとして扱う

ものとする判例法理が存在し

ます。この判例法理を「より

認識可能性の高いルールとす

ることにより、紛争を防止す

るため、その内容を制定法化

し、明確化を図ることが適当

である」としています。                                   

 
有期契約労働者の公正な処

遇の実現に資するため、有期

労働契約の内容である労働条

件については、職務の内容や

配置の変更の範囲等を考慮し

て、「期間の定めを理由とす
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る不合理なものと認められる

ものであってはならないこと

とすることが適当である」と

しています。つまり、均等、

均衡処遇の実現を期待してい

るといえます。 

また、有期労働契約の継

続・終了に係る予測可能性と

納得性を高め、もって紛争の

防止に資するため、「契約更

新の判断基準は、労働基準法

第 15 条第 1 項後段の規定に

よる書面による明示をするこ

とが適当である」としていま

す。 

 

 
 今回の建議を受け、厚生労

働省は、改正労働契約法の法

律案要綱を諮問し、３月中に

法案を国会に提出する方針と

のことです。法案が成立すれ

ば、来年４月からの施行も考

えられることから、各企業に

おいては、対応策を検討する

必要があります。 

①有期契約労働者の役割・期

待度の明確化 

有期契約労働者といっても、

アルバイトやパートタイマー、

準社員や嘱託といった様々な

形態が存在します。まずは、

それぞれの役割、期待度を明

確にしておく必要があります。

この役割、期待度が正社員に

近い労働者がいわゆる「名ば

かり有期契約」とみなされて

しまう恐れがあります。この

カテゴリーに属する労働者に

ついては、処遇の改善や場合

によっては正社員への転換も

検討する必要があります。 

②有期契約労働者に適用する

就業規則の整備 

各就業形態ごとの役割・期

待度に沿った働き方のルール

である就業規則を整備する必

要があります。有期契約労働

者の就業規則が存在していて

も中身がしっかりと整備され

ていないことが少なからずあ

ります。契約更新の基準やそ

の手続きについては明確にし

ておかなければなりませんし、

契約期間中の評価についても

触れておかなければならない

でしょう。出来れば、賃金等

の処遇についても、能力に応

じて昇給する仕組みや正社員

への転換制度などを設定して

おきたいところです。 

③有期契約労働者の労務管理

の充実 

改めてなぜ、労働者を「有

期契約」としているのかにつ

いては、検討する必要があり

ます。今回の建議は、有期契

約労働者の雇用の不安定さや

労働条件の冷遇を解消するた

めのものです。しかしながら

企業が有期契約労働者等の非

正規労働者を活用する理由と

して、「賃金の節約のため」、

「賃金以外の労務コストの節

約のため」、「景気変動に応

じて雇用量を調整するため」

などが上位に揚げられていま

す。(厚生労働省平成 22 年就

業形態の多様化に関する総合

実態調査) 

既に少数派とはいえない非

正規労働者をこのような不安

定な状態のまま雇用し続ける

ことは果たして企業にとって

良い方向といえるのでしょう

か。 

労働者側の就業に対するニ

ーズも異なっていることも考

慮しなければなりません。子

育てのため短時間で働くこと

を希望する者も多くいます。

しかし短時間で働くことと

「雇用の安定性」は別のもの

ではないでしょうか。労働者

の定着率の向上により長期的

な視野に立った育成等の労務

管理が可能となり、「人材」

を「人財」とすることにつな

がります。この場合の「雇用

の安定性」は、正社員にこだ

わる必要はありません。「短

時間正社員」として対応すれ

ば良いのです。労働者のニー

ズを汲み取った労務管理は、

企業にとってもプラスとなる

ことと考えます。 

有期契約労働者を、いつで

も「雇止め」られ、｢安価な

労働力｣としてではなく、企

業にとって重要な戦力として

捉える労務管理が今後求めら

れるのです。 


